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　当時、日本の海 賊 （ 倭  寇 ）が明や朝鮮を荒らし回っていたので、それと区別するために考え出し
ぞく わ こう

た貿易のしくみでした。この貿易は、 天  文 １６（１５４７）年まで続きました。
てん ぶん

　 応  仁 のころ（１４６７～１４６８年）、守護大名の 大  内 氏が門司を領地としていました。幕府は日明貿易
おう にん おお うち

を大内氏に任せることにしましたので、貿易船の発着所は、 兵  庫 の港（神戸港）から門司と赤間ヶ
ひょう ご

関へと移り変わりました。

８． 室 町   時 代
むろ まち

　足利尊氏が京都に２度めの武士の政権をつく
り、茶の湯や生け花などの現代に伝わる文化が
生まれてきた時代を室町時代といいます。
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(1)日
にち

    明 貿易の基地だった門司が浜
みん

　足利３代将軍・義満によって 明 （中国）との 勘  合 貿易は、 応  永 １１（１４０４）年に正式に始まりました。
みん かん ごう おう えい

　勘合貿易とは、明国が日本の幕府に勘合 符 （証明 票 ）と勘合 印 （証明印）をあらかじめ渡してお
ふ ひょう いん

き、明国に日本の貿易船が入ると、その船が持ってきた符と印が正しいかどうかを確かめた上で行
う貿易です。

勘合貿易のしくみ（壹號は 壱  号 です）
いち ごう

日本の貿易船の場合
日本 明

日本 明
合わせて確認明の貿易船の場合

　遣明船が持参した半分
の符と幕府が持つ半分の
符を合わせる

　明船が持参した半分の
符と幕府が持つ半分の符
を合わせる
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　この貿易の広がりは、朝鮮や 琉  球 （沖縄県）を含み、さらに東南アジアとも結びついた全アジア
りゅう きゅう

的貿易でした。
　特に門司は、造船所を主にした貿易の基地として、武士、職人、商人たちでにぎわいました。当時、
明に渡航できる大型船は、日本に１２ 隻 ありました。そのうちの４隻が門司ヶ浜を母港としていまし

せき

た。
　貿易の利益は 莫  大 なものでした。

ばく だい

　「 大  乗  院  寺  社  雑  事  記 」が、その利益の大きさを伝えています。
だい じょう いん じ しゃ ざつ じ き

　約１800貫 文 
かん もん

　（約１億８千万円）船の借り賃、水夫のやとい賃、食料費など
経 費

　約１0000貫文
　（約１０億円）輸出する品代

　約４0000貫文
　（約４０億円）明から持ち帰る輸入品物代収 入

　約４000貫文
　（約４億円）幕府へ支払う金額税

　約２4200貫文
　（約２４億２千万円）収入から、経費と税を除いた全額利 益

＜一隻あたりの貿易の利益＞

※１貫文＝１０００文、１文＝約１００円で１貫文＝約１０万円

　１隻が１回の渡航で約２４億円の利益とは、本当にすごいですね。
　幕府の貿易の 顧  問 役であった 楠  葉  西  忍 が 文  明 １２（１５４３）年に語ったという記録の中にも、本人の

こ もん くす ば さい にん ぶん めい

言葉として、次のようなものがあります。

　 唐  船 の利益は、生糸に過ぐる 可 からず 也 。 唐  糸 一 斤 二百五十 目 は、日本代価で五貫文 也 
から ぶね べ なり から いと きん もんめ なり

※もとの文は漢字だけの文章（漢文）です。
　　　　●大意～貿易の利益は、明国産の生糸に限る。日本では２０倍で売れる。

　「門司などの港を基地としている大型の貿易船（唐船）が運んでくる輸入品は、明国産の生糸に限
る。」と、西忍は幕府に語っているのです。
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(2)当代 随  一 の 連  歌  師 ・ 宗  祇 が門司を 詠 む
ずい いち れん が し そう ぎ よ

　宗祇（１４２１～１５０６年）は、当時の連歌師と
して、たいへん有名でした。
　連歌とは、最初の人が五・七・五の前句を詠
み、次の人がそれを受けて七・七の 対  句 を詠ん

つい く

で意味を通わせ、さらに七・七を受けて五・
七・五につなげて長く続く歌にしていくもので
す。
　当時、武士や民衆の間でたいへんに流行して
いました。連歌は教養の一つだったのです。
　宗祇は、文明１２（１４８０）年５月に京を出発し
て、６月に山口に入りました。
　その後、太宰府の 菅  原  道  真  廟  所 を 詣 でるた

すが わらの みち ざね びょう しょ もう

めに、９月６日に山口を出発しました。そして、
長門国山口－赤間ヶ関－門司ヶ関－筑
前国太宰府－博多を往復する旅先で、その日
の出来事や詠んだ歌を記していったのです。

宗　祇　像

９月１１日
 明 くるあした道場にて会 有 り。 発  句 。
あ あ ほっ く

　舟みえて　 霧 も 迫  門 こす　あらしかな
きり せ と

　 ● 大　意→翌朝、門司氏の世話で、連歌の会が 催 された。私は、出だしの歌（ 発  句 ）
もよお ほっ く

を次のように詠んだ。
　　　　　　「強い風の中、 早  鞆 ノ瀬戸を行く舟が見える。濃い朝霧も強風にあおられて、

はや とも

瀬戸を渡っていくよ」
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　この旅日記を「筑紫道
記（つくしみちのき）」
といいます。
　宗祇のような有名な連
歌師が、６００年余り前に
関門の風景を詠んでいた
とは、とても 素  敵 なこと

す てき

だと思いませんか。

９月１２日
翌日 又 門司 下  総  守  能  秀 の 舎 にて会 有 り。

また しも うさの かみ よし ひで とばり あ

　戸さしせぬ　関に関もる　もみぢかな
　 ● 大　意→翌日、再び、門司能秀の屋敷で連歌の会が催された。私は、次の意味の歌を

詠んだ。
　　　　　　「戸が開けられたまま、門司ヶ関の役所の番をしているかのように、もみじが

枝を広げているよ」

９月１３日
やがて 一  葉 に 乗 じて 漕  出 す。安徳天皇 行  宮 の 跡 をあ

いち よう じょう こぎ だ あん ぐう あと

 は 
（わ）

れみ、柳ヶ浦を 過 ぐ。菊の高浜をな
す

がむ。同行のすすめ 侍 れば、舟の中にて 一  折  有 り。
はべ いっ せつ あ

　花ならぬ　 真  砂 もきくの　浜路かな
まさ ご

　　 ● 大　意→やがて、一隻の舟に乗って門司ヶ浜を離れた。安徳天皇の 御  所  跡 の沖であわ
ご しょ あと

れさを感じながら、柳ヶ浦を過ぎた。私が菊（企救）の長浜の風景を楽しんで
いると、同行の者が 是  非 にと 勧 めるので、舟の中で次の意味の歌を一首詠んだ。

ぜ ひ すす

　　　　　　「菊という花ではないのに、浜の真砂を菊と同じ呼び名の企救の浜辺であることよ」
　　 ● 私　注～きくの浜路～→菊の浜路。企救を「菊」、門司を「文字」の字に置き変える

例は、 詩  歌 の場合に多く見られます。
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宗祇の太宰府詣での足どり（略地図）




